
●
新
卒
者
等
ふ
る
さ
と
就
職
奨
励
金
事
業
と
は

　

中
学
・
高
校
・
高
専
・
大
学
等
の
新
規
学
卒
者
等
の
就
職
及
び
U
I
J
タ
ー
ン
者
の
就
職
に
伴
う

若
者
の
定
住
を
促
進
し
、
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
町
内
又
は
通
勤
可
能
な
町
外
に
お
い
て
就

職
し
、
就
職
後
６
ヵ
月
勤
務
を
継
続
し
、
引
き
続
き
本
町
に
定
住
す
る
者
に
対
し
、
就
職
奨
励
金
を

交
付
す
る
制
度
で
す
。

●
交
付
対
象
者
は

⑴
新
規
学
卒
等
就
職
者
（
た
だ
し
、
卒
業
又
は
退
学
か
ら
１
年
以
内
に
町
内
に
住
所
を
有
し
て
就
職
し
た

30
歳
未
満
の
者
）

⑵
U
I
J
タ
ー
ン
就
職
者
（
た
だ
し
、
本
町
に
転
入
し
た
日
又
は
就
職
し
た
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
か
ら

１
年
経
過
し
て
お
ら
ず
、
本
町
に
住
所
を
有
す
る
40
歳
未
満
の
者
、
U
タ
ー
ン
就
職
者
は
別
途
条
件
有
）

⑴
・
⑵
の
該
当
者
で
以
下
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
者
（
詳
細
条
件
有
）

①
永
住
又
は
３
年
以
上
に
わ
た
っ
て
居
住
す
る
意
思
を
持
っ
て
住
民
登
録
を
し
、
か
つ
、
町
内
に
生
活

の
本
拠
を
置
く
者

②
公
務
員
又
は
独
立
行
政
法
人
の
職
員
若
し
く
は
役
員
で
な
い
者

③
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
者
で
、
過
去
に
奨
励
金
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
者

※
平
成
28
年
３
月
以
降
の
就
職
者
に
限
る

●
就
職
と
は
：
以
下
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。（
詳
細
条
件
有
）

①
法
人
又
は
個
人
事
業
所
に
就
職
す
る
こ
と

②
農
林
水
産
業
に
従
事
す
る
こ
と

③
自
営
業
を
開
始
し
、
又
は
、
家
業
を
継
承
す
る
た
め
に
従
事
す
る
こ
と

●
奨
励
金
額
：
交
付
対
象
者
１
人
に
つ
き
1
0
0
，
0
0
0
円
を
交
付
し
ま
す
。

●
申
請
書
類
：
就
職
の
日
か
ら
6
ヵ
月
を
経
過
し
た
日
以
後
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
「
奨
励
金
交
付
申

請
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
交
付
申
請
時
必
要
書
類

 

・
交
付
申
請
書　

 

・
学
校
等
を
卒
業
又
は
退
学
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
新
規
学
卒
者
等
の
場
合
の
み
）

・
就
業
証
明
書

①
法
人
又
は
個
人
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
事
業
所
で
証
明
書
の
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

②
農
林
水
産
業
お
よ
び
自
営
業
等
に
つ
い
て
は
、鏡
野
町
役
場
ま
ち
づ
く
り
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

・
定
住
誓
約
書

※
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
提
出
し
て
い
た
だ
く
書
類
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
細
は
鏡
野
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
必
ず
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
せ
先

　

鏡
野
町
ま
ち
づ
く
り
課　

電
話
（
0
8
6
8
）
5
4
|
2
9
8
2

鏡野町新卒者等ふるさと就職奨励金のお知らせ

＊
空
き
家
は
所
有
し
て
い
る
が
、そ
の
活
用
方
法
に
つ
い
て
お
悩
み

の
方
、一
度
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

･
手
続
き
の
仕
方
が
わ
か
ら
な
い
。

･
手
続
き
が
面
倒
だ
。

･
大
掛
か
り
な
改
修
が
必
要
で
は
な
い
か
。

･
置
い
て
あ
る
家
財
道
具
を
ど
こ
ま
で
処
分
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

な
ど
の
ご
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

　
鏡
野
町
で
は
、岡
山
県
宅
地
建
物
取
引
協
会
及
び
岡
山
県
不
動
産

協
会
で
つ
く
る
サ
ブ
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
と
連
絡
を
取
り
な

が
ら
、問
題
解
決
に
向
け
て
お
手
伝
い
を
行
い
ま
す
。

《
ご
注
意
》町
が
売
買
賃
貸
の
仲
介
を
行
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
問
い
合
せ
先

鏡
野
町
ま
ち
づ
く
り
課

　

電
話（
０
８
６
８
）５
４‐２
９
８
２

☆
空
き
家
募
集
☆

　
鏡
野
町
で
は
、
町
内
へ
の
定
住
を
促
進
す
る
た
め
、
空
き
家

の
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
昨
今
、
町
内
外
よ
り
空
き
家
を
希
望
す
る
旨
の
相
談
が
多

く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
空
き
家
の
登
録
数
が
少
な
い
た

め
、
十
分
な
情
報
提
供
が
で
き
な
い
状
態
が
続
い
て
い
ま
す
。

◎
募
集
す
る
空
き
家
は
、
町
内
に
あ
る
「
居
住
の
た
め
に
建
て

ら
れ
た
建
物
及
び
そ
の
敷
地
」で
、
現
に
居
住
し
て
い
な
い

（
し
な
く
な
る
）
物
件
で
す
。
な
お
、
賃
貸
・
分
譲
の
目
的
で

つ
く
ら
れ
た
物
件
は
除
き
ま
す
。
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